
 「網  ⾛  市  ⽴  地  適  正  化  計  画」  に  係  る  届  出  制  度  に  つ  い  て 

 網  ⾛  市  で  は、  都  市  再  ⽣  特  別  措  置  法  に  基  づ  く  「網  ⾛  市  ⽴  地  適  正  化  計  画」  を  令  和  4  年  （  2022  年）  3  ⽉  に  策  定  し、  令  和  4  年  5  ⽉  2  ⽇ 
 付  で  公  表  し  ま  し  た。 

 本  計  画  は、  今  後  の  ⼈  ⼝  減  少  下  に  お  い  て  市  街  地  区  分  に  応  じ  た  ⼈  ⼝  密  度  の  適  正  化  や、  公  共  交  通  を  基  軸  と  し  た  各  種  都  市  機  能  の  適 
 切  な  配  置  を  図  る  た  め  の  計  画  で、  ⼈  ⼝  減  少  の  中  に  あっ  て  も  ⼀  定  の  エ  リ  ア  に  お  い  て  ⼈  ⼝  密  度  を  維  持  す  る  事  に  よ  り、  ⽣  活  サー  ビ  ス 
 や  コ  ミュ  ニ  ティ  が  持  続  的  に  確  保  さ  れ  る  よ  う、  居  住  を  誘  導  す  べ  き  区  域  で  あ  る  「  居  住  誘  導  区  域  」  と、  医  療‧  福  祉‧  商  業  等  の  都  市 
 機  能  を  都  市  の  中  ⼼  拠  点  や  ⽣  活  拠  点  に  誘  導  し  集  約  す  る  こ  と  に  よ  り、  こ  れ  ら  の  各  種  サー  ビ  ス  の  効  率  的  な  提  供  が  図  ら  れ  る  区  域  で  あ 
 る  「  都  市  機  能  誘  導  区  域  」  を  定  め  て  い  ま  す。  都  市  再  ⽣  特  別  措  置  法  に  基  づ  き、  「  都  市  計  画  区  域  内  」  に  お  い  て、  届  出  の  対  象  と  な  る 
 ⾏  為  を  ⾏  う  場  合、  こ  れ  ら  の  ⼯  事  に  着  ⼿  す  る  ⽇  の  30  ⽇  前  ま  で  に、  市  ⻑  へ  の  届  出  が  必  要  と  な  り  ま  す。 

                                                                                  【凡  例】 

       都  市  計  画  区  域 

       居  住  誘  導  区  域 

       都  市  機  能  誘  導  区  域 

                                                                         【誘  導  施  設】 

 施  設  区  分  施  設  区  分 

 ⾏  政 

 市  庁  舎 

 ⾦  融 

 銀  ⾏  ⽀  店 

 国  庁  舎  信  ⽤  ⾦  庫  本  店 

 道  庁  舎  郵  便  局  （基  幹） 

 税  務  署 

 教  育 

 ⽂  化 

 オ  ホー  ツ  ク‧  ⽂  化  交  流  セ  ン  ター 

 ハ  ロー  ワー  ク  市  ⺠  会  館 

 警  察  署  図  書  館 

 消  防  署  郷  ⼟  博  物  館 

 保  健 

 福  祉 

 保  健  セ  ン  ター  モ  ヨ  ロ  ⾙  塚 

 総  合  福  祉  セ  ン  ター  美  術  館 

 こ  ど  も  発  達  ⽀  援  セ  ン  ター  観  光 

 交  流 

 観  光  交  通  ター  ミ  ナ  ル‧  交  流  広  場 

 医  療  病  院  み  な  と  観  光  交  流  セ  ン  ター 

 ■  届  出  の  対  象  と  な  る  ⾏  為 
 ◆  住  居  誘  導  区  域  外  の  場  合 

 開  発  ⾏  為  の  場  合  建  築  ⾏  為  の  場  合 

 届  出  の  対  象 

 と  な  る  ⾏  為 

 ‧  3  ⼾  以  上  の  住  宅  の  建  築  を  ⽬  的  と  す  る  開  発  ⾏  為 
 ‧  1  ⼾  ⼜  は  2  ⼾  の  住  宅  の  建  築  を  ⽬  的  と  す  る  開  発  ⾏  為  で、 
 そ  の  規  模  が  1,000  平  ⽅  メー  ト  ル  以  上  の  も  の 

 ‧  3  ⼾  以  上  の  住  宅  を  新  築  し  よ  う  と  す  る  場  合 
 ‧  建  築  物  を  改  築  し、  ⼜  は  建  築  物  の  ⽤  途  を  変  更  し  て  3  ⼾ 
 以  上  の  住  宅  と  す  る  場  合 

 届  出  書  類 

 ‧  様  式  -1 
 ‧  当  該  ⾏  為  を  ⾏  う  ⼟  地  の  区  域  並  び  に  当  該  区  域  内  及  び  当 
 該  区  域  の  周  辺  の  公  共  施  設  を  表  ⽰  す  る  図  ⾯ 

                            （縮  尺  1,000  分  の  1  以  上） 
 ‧  設  計  図  （縮  尺  100  分  の  1  以  上） 
 ‧  そ  の  他  参  考  と  な  る  べ  き  事  項  を  記  載  し  た  図  書 

 ‧  様  式  -2 
 ‧  敷  地  内  に  お  け  る  住  宅  等  の  位  置  を  表  ⽰  す  る  図  ⾯ 

                               （縮  尺  100  分  の  1  以  上） 
 ‧  住  宅  等  の  2  ⾯  以  上  の  ⽴  ⾯  図  及  び  各  階  平  ⾯  図 

                               （縮  尺  50  分  の  1  以  上） 
 ‧  そ  の  他  参  考  と  な  る  べ  き  事  項  を  記  載  し  た  図  書 

 届  出  期  限  ⼯  事  着  ⼿  ⽇  の  30  ⽇  前  ま  で  に  網  ⾛  市  建  設  港  湾  部  都  市  整  備  課  計  画  係  ま  で  届  出  が  必  要  で  す 

 ※  届  出  内  容  を  変  更  す  る  場  合  も、  変  更  に  係  る  ⾏  為  に  着  ⼿  す  る  ⽇  の  30  ⽇  前  ま  で  に  届  出  が  必  要  で  す。  （様  式  -3  ） 



 ■  届  出  の  対  象  と  な  る  ⾏  為 
 ◆  都  市  機  能  誘  導  区  域  外  の  場  合 

 開  発  ⾏  為  の  場  合  建  築  ⾏  為  の  場  合 

 届  出  の  対  象 

 と  な  る  ⾏  為 
 ‧  誘  導  施  設  を  有  す  る  建  築  物  の  建  築  を  ⽬  的  と  す  る  開  発  ⾏ 
 為 

 ‧  誘  導  施  設  を  有  す  る  建  築  物  を  新  築  し  よ  う  と  す  る  場  合 
 ‧  建  築  物  を  改  築  し、  ⼜  は  建  築  物  の  ⽤  途  を  変  更  し  て  誘  導 
 施  設  を  有  す  る  建  築  物  と  す  る  場  合 

 届  出  書  類 

 ‧  様  式  -4 
 ‧  当  該  ⾏  為  を  ⾏  う  ⼟  地  の  区  域  並  び  に  当  該  区  域  内  及  び  当 
 該  区  域  の  周  辺  の  公  共  施  設  を  表  ⽰  す  る  図  ⾯ 

                            （縮  尺  1,000  分  の  1  以  上） 
 ‧  設  計  図  （縮  尺  100  分  の  1  以  上） 
 ‧  そ  の  他  参  考  と  な  る  べ  き  事  項  を  記  載  し  た  図  書 

 ‧  様  式  -5 
 ‧  敷  地  内  に  お  け  る  住  宅  等  の  位  置  を  表  ⽰  す  る  図  ⾯ 

                               （縮  尺  100  分  の  1  以  上） 
 ‧  住  宅  等  の  2  ⾯  以  上  の  ⽴  ⾯  図  及  び  各  階  平  ⾯  図 

                               （縮  尺  50  分  の  1  以  上） 
 ‧  そ  の  他  参  考  と  な  る  べ  き  事  項  を  記  載  し  た  図  書 

 届  出  期  限  ⼯  事  着  ⼿  の  30  ⽇  前  ま  で  に  網  ⾛  市  建  設  港  湾  部  都  市  整  備  課  計  画  係  ま  で  届  出  が  必  要  で  す 

 ※  届  出  内  容  を  変  更  す  る  場  合  も、  変  更  に  係  る  ⾏  為  に  着  ⼿  す  る  ⽇  の  30  ⽇  前  ま  で  に  届  が  必  要  で  す。  （様  式  -6  ） 

 ◆  都  市  機  能  誘  導  区  域  内  の  場  合 

 届  出  の  対  象 
 と  な  る  ⾏  為  ‧  誘  導  施  設  を  休  ⽌  ⼜  は  廃  ⽌  し  よ  う  と  す  る  場  合 

 届  出  書  類  ‧  様  式  -7 
 ‧  そ  の  他  参  考  と  な  る  べ  き  事  項  を  記  載  し  た  図  書 

 届  出  期  限  休  ⽌  ま  た  は  廃  ⽌  し  よ  う  と  す  る  ⽇  の  30  ⽇  前  ま  で  に 
 網  ⾛  市  建  設  港  湾  部  都  市  整  備  課  計  画  係  ま  で  届  出  が  必  要  で  す 

 ※  届  出  様  式  に  つ  い  て  は、  網  ⾛  市  公  式  サ  イ  ト  か  ら  ダ  ウ  ン  ロー  ド  い  た  だ  け  ま  す。 

 ■  届  出  制  度  に  関  す  る  Q  ＆  A 

 Q  ：     届  出  対  象  区  域  の  内  外  に  わ  た  る  場  合  は、  届  出  は  必  要  で  す  か。 

 A  ：     届  出  対  象  ⾏  為  を  ⾏  お  う  と  す  る  区  域‧  敷  地  の  ⼀  部  で  も  届  出  対  象  区  域  に  あ  る  場  合  は、  届  出  が  必  要  で  す。 

 Q  ：     サー  ビ  ス  付  ⾼  齢  者  住  宅  や  社  宅  に  つ  い  て  も、  「住  宅」  に  該  当  し  ま  す  か。 

 A  ：     実  態  に  応  じ  て、  建  築  基  準  法  の  共  同  住  宅  に  該  当  す  る  と  判  断  さ  れ  る  も  の  は、  「住  宅」  と  し  て  取  り  扱  い  ま  す。 

 Q  ：     3  ⼾  の  建  売  住  宅  を  同  時  期  に  建  築  す  る  予  定  な  の  で  す  が、  届  出  の  対  象  に  な  り  ま  す  か。 

 A  ：     申  請  者  及  び  着  ⼯  ⽇  が  同  ⼀  で、  隣  接  す  る  ⼟  地  に  建  築  す  る  場  合  に  は、  届  出  の  対  象  と  な  り  ま  す。 

 な  お、  2  ⼾  の  ⻑  屋  と  1  ⼾  の  ⼾  建  て  住  宅  を  建  設  す  る  場  合  な  ど  も、  届  出  対  象  と  な  る  場  合  が  あ  り  ま  す  の  で、  届  出  の  必  要  性  の 

 有  無  に  つ  い  て  は、  事  前  に  都  市  整  備  課  計  画  係  ま  で  ご  確  認  く  だ  さ  い。 

 Q  ：  届  出  書  は  何  部  必  要  で  しょ  う  か。 

 A  ：  2  部  （正  本  及  び  副  本）  提  出  し  て  く  だ  さ  い。 


